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議案第１８号 

 

鳥取県西部広域行政管理組合消防本部及び消防署の設置に関  

する条例の一部を改正する条例の制定について  

 

次のとおり鳥取県西部広域行政管理組合消防本部及び消防署の設置に関

する条例の一部を改正する条例を制定することについて、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２９２条において準用する同法第９６条第１項

第１号の規定により、議会の議決を求める。  

 

令和７年１１月２７日提出  

 

鳥取県西部広域行政管理組合  

管理者 米子市長 伊 木 隆 司  
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鳥
取
県
西
部
広
域
行
政
管
理
組
合
消
防
本
部
及
び
消
防
署
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

 
鳥
取
県
西
部
広
域
行
政
管
理
組
合
消
防
本
部
及
び
消
防
署
の
設
置
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
５
１
年
鳥
取
県
西
部
広
域
行
政
管
理
組
合
条
例
第
１
２
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す

る
。

 
 

改
 

 
 

 
 

 
 
正

 
 

 
 

 
 

 
後

 
改

 
 

 
 

 
 

 
正

 
 

 
 

 
 

 
前

 
  
（
消
防
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
）

 

第
４
条

 
消
防
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

名
 

 
 
称

 
位

 
 

 
置

 
管

 
轄

 
区

 
域

 

鳥
取
県
西
部
広
域
行
政

 
管
理
組
合

 
 

 
米
子
消
防
署

 

米
子
市
冨
士
見
町
一
丁

目
1
0
3
番
地
１

 
米
子
市
の
区
域
の
う
ち
、
境

港
消
防
署
及
び
大
山
消
防
署

の
管
轄
す
る
区
域
を
除
い
た

区
域
並
び
に
西
伯
郡
南
部
町

 
、
西
伯
郡
伯
耆
町
及
び
西
伯

郡
日
吉
津
村
の
区
域

 

［
省
略
］

 

鳥
取
県
西
部
広
域
行
政

管
理
組
合

 
 

 
大
山
消
防
署

 

西
伯
郡
大
山
町
末
吉

4
0
 

3
番
地
２

 

西
伯
郡
大
山
町
の
区
域
及
び

米
子
市
淀
江
町
の
区
域

 

鳥
取
県
西
部
広
域
行
政

管
理
組
合

 
 

 
江
府
消
防
署

 

日
野
郡
江
府
町
大
字
武

庫
1
2
5
番
地
１

 
日
野
郡
日
南
町
、
日
野
郡
日

野
町
及
び
日
野
郡
江
府
町
の

区
域

 
  

  
（
消
防
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
）

 

第
４
条

 
消
防
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

名
 

 
 
称

 
位

 
 

 
置

 
管

 
轄

 
区

 
域

 

鳥
取
県
西
部
広
域
行
政

管
理
組
合

 
 

 
米
子
消
防
署

 

米
子
市
冨
士
見
町
一
丁

目
1
0
3
番
地
１

 
米
子
市
の
区
域
の
う
ち
、
境

港
消
防
署
及
び
大
山
消
防
署

の
管
轄
す
る
区
域
を
除
い
た

区
域
並
び
に
南
部
町
、
伯
耆

町
及
び
日
吉
津
村
の
区
域

 

［
省
略
］

 

鳥
取
県
西
部
広
域
行
政

管
理
組
合

 
 

 
大
山
消
防
署

 

大
山
町
末
吉

4
0
3
番
地
２

 
大
山
町
の
区
域
及
び
米
子
市

淀
江
町
の
区
域

 

鳥
取
県
西
部
広
域
行
政

管
理
組
合

 
 

 
江
府
消
防
署

 

江
府
町
大
字
武
庫

1
3
9
0
 

番
地
３

 
日
南
町
、
日
野
町
及
び
江
府

町
の
区
域

 

  

備
考

 
表
中
の
［

 
］
の
記
載
は
、
注
記
で
あ
る
。

 
  

 
 
附

 
則

 

 
こ
の
条
例
は
、
令
和
７
年
１
２
月
３
日
か
ら
施
行
す
る
。
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議案第１９号 

 

鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例及び鳥取県西部広

域行政管理組合リサイクルプラザ条例の一部を改正する条例

の制定について  

 

次のとおり鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例及び鳥取県西部広

域行政管理組合リサイクルプラザ条例の一部を改正する条例を制定するこ

とについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条において

準用する同法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求める。  

 

令和７年１１月２７日提出  

 

鳥取県西部広域行政管理組合  

管理者 米子市長 伊 木 隆 司  
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鳥
取
県
西
部
広
域
行
政
管
理
組
合
営
火
葬
場
条
例

及
び
鳥
取
県
西
部
広
域
行
政
管
理
組
合
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

 

 
（
鳥
取
県
西
部
広
域
行
政
管
理
組
合
営
火
葬
場
条
例

の
一
部
改
正
）

 

第
１
条

 
鳥
取
県
西
部
広
域
行
政
管
理
組
合
営
火
葬
場
条
例

（
平
成
３
年
鳥
取
県
西
部
広
域
行
政
管
理
組
合
条
例
第
５
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線

及
び
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 
 

改
 

 
 

 
 

 
 
正

 
 

 
 

 
 

 
後

 
改

 
 

 
 

 
 

 
正

 
 

 
 

 
 

 
前

 
 別
表
（
第
４
条
関
係
）

 

区
 

 
 
分

 
単

 
位

 
使

 
 
用

 
 
料

 

圏
域
内
居
住
者

 
圏
域
外
居
住
者

 

火 葬
 

死
体

 
大

人
 

１
 
体

 
1
8
,
0
0
0
円

 
7
3
,
5
0
0
円

 

小
人

 
１

 
体

 
1
0
,
5
0
0
円

 
4
3
,
5
0
0
円

 

死
産

児
 

１
 
胎

 
6
,
0
0
0
円

 
3
1
,
5
0
0
円

 

改
葬

遺
骸

 
１

 
体

 
4
,
5
0
0
円

 
2
7
,
0
0
0
円

 

系
統

解
剖

遺
体

 
（
主

 
部
）

 
１
体
分

 
 
4
,
5
0
0
円

 

焼 却
 

生
体

分
離

肢
体

 
１
人
分

 
 
4
,
5
0
0
円

 

産
汚

物
等

 
１

キ
ロ

グ
ラ

ム
 

 
1
,
5
0
0
円

 

系
統

解
剖

遺
体

 
（
残

 
部
）

 
１
体
分

 
1
0
,
5
0
0
円

 

霊 安 室
 

死
体

 
2
4
時
間

 
2
2
,
0
0
0
円

 
3
8
,
0
0
0
円

 

死
産

児
 

1
0
,
5
0
0
円

 
1
8
,
0
0
0
円

 

 
備
考

 

 
 
１

 
こ
の
表
に
お

い
て

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

用
語

の
意
義
は

、
当
該
各
号

に
定

 

 
 

 
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る

。
 

 
 

 
⑴

 
圏
域
内
居

住
者

 
次
の
ア
か
ら
ウ
ま
で

に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ

、
当

該
ア

 

 
 

 
 
か
ら
ウ
ま
で

に
定

め
る
も
の
を
い
う
。

 

 
 

 
 
ア
～
ウ

 
［

省
略

］
 

 別
表
（
第
４
条
関
係
）

 

区
分

 
単
位

 
使
用
料

 

圏
域
内
居
住
者

 
圏
域
外
居
住
者

 

火 葬
 

死
体

 
大
人

 
１
体

 
1
2
,
0
0
0
円

 
4
9
,
0
0
0
円

 

小
人

 
１
体

 
7
,
0
0
0
円

 
2
9
,
0
0
0
円

 

死
産
児

 
１
胎

 
4
,
0
0
0
円

 
2
1
,
0
0
0
円

 

改
葬
遺
骸

 
１
体

 
3
,
0
0
0
円

 
1
8
,
0
0
0
円

 

系
統
解
剖
遺
体

 
（
主
部
）

 
１
体
分

 
3
,
0
0
0
円

 

焼 却
 

生
体
分
離
肢
体

 
１
人
分

 
3
,
0
0
0
円

 

産
汚
物
等

 
１

キ
ロ

グ
ラ

ム
 

1
,
0
0
0
円

 

系
統
解
剖
遺
体

 
（
残
部
）

 
１
体
分

 
7
,
1
0
0
円

 

霊 安 室
 

死
体

 
2
4
時
間

 
1
5
,
2
0
0
円

 
2
5
,
4
0
0
円

 

死
産
児

 
7
,
1
0
0
円

 
1
2
,
2
0
0
円

 

 
備
考

 

 
 
１

 
こ
の
表
に
お

い
て

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

用
語

の
意
義
は

、
当
該
各
号

に
定

 

 
 

 
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る

。
 

 
 

 
⑴

 
圏
域
内
居

住
者

 
次
に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ

、
当
該
各
事
項
に
定
め

る
も

 

 
 

 
 
の
を
い
う
。

 

 
 

 
 
ア
～
ウ

 
［

省
略

］
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⑵

 
［
省
略
］

 

 
 

 
⑶

 
小
人

 
死

亡
し

た
時
の
年
齢
が

1
2
歳
未
満
の

者
を
い
う
。

 

 
 

 
⑷

 
死
産
児

 
妊
娠

４
か
月
以
上
の
死
胎
を

い
う

。
 

 
 

 
⑸

 
系
統
解
剖

遺
体

 
医
科
系
大
学
等
の
教

材
と

し
て
献
体
さ
れ
た
遺
体

を
い

 

 
 

 
 
い
、
そ
の
「

主
部

」
と
は
そ
の
者
の
供
養

を
行

う
た
め
解
剖
前
に
当
該

遺
体

 

 
 

 
 
か
ら
分
離
し

た
一

部
分

を
い
い
、
そ
の
「

残
部

」
と
は
解
剖
後
不
用
と

な
っ

 

 
 

 
 
た
部
分
を
い

う
。

 

 
 

 
⑹

 
［
省
略
］

 

 
 

 
⑺

 
産
汚
物
等

 
妊

娠
４
か
月
未
満
の
死
胎

そ
の

他
出
産
時
の
排
せ
つ
物

及
び

 

 
 

 
 
手
術
等
に
よ

り
摘

出
さ
れ
た
臓
器
等
を
い

う
。

 

 
 
２

 
使
用
料
の
額

が
キ

ロ
グ
ラ
ム
又
は
時
間
の

単
位

で
定
め
ら
れ
て
い
る
も

の
に

 

 
 

 
つ
い
て
は
、
そ

の
使

用
に
係
る
量
若
し
く
は

時
間

が
当
該
単
位
未
満
で
あ

る
と

 

 
 

 
き
の
そ
の
量
若

し
く

は
時
間
又
は
そ
の
使
用

に
係

る
量
若
し
く
は

時
間
に

当
該

 

 
 

 
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
の
そ
の
端
数
は
、
当
該
単
位
と
し
て
計
算
す
る
。

 
 

 
 

 
⑵

 
［
省
略
］

 

 
 

 
⑶

 
小
人

 
死

亡
当

時
年
齢

1
2
歳
未
満
の
者
を
い

う
。

 

 
 

 
⑷

 
死
産
児

 
妊
娠

４
月
以
上
の
死
胎
を
い

う
。

 

 
 

 
⑸

 
系
統
解
剖

遺
体

 
医
科
系
大
学
等
の
教

材
と

し
て
献
体
さ
れ
た
遺
体

を
い

 

 
 

 
 
い
、
主
部
と

は
そ

の
者
の
供
養
を
行
う
た

め
解

剖
前
に
当
該
遺
体
か
ら

分
離

 

 
 

 
 
し
た
一
部
分

、
残

部
と
は
解
剖
後
不
用
と

な
っ

た
部
分
を
い
う
。

 

  
 

 
⑹

 
［
省
略
］

 

 
 

 
⑺

 
産
汚
物
等

 
妊

娠
４
月
未
満
の
死
胎
そ

の
他

出
産
時
の
排
せ
つ
物
及

び
手

 

 
 

 
 
術
等
に
よ
り

摘
出

さ
れ
た
臓
器
等
を
い
う

。
 

 
 
２

 
使
用
料
の
額

が
キ

ロ
グ
ラ
ム
又
は
時
間
の

単
位

で
定
め
ら
れ
て
い
る
も

の
に

 

 
 

 
つ
い
て
は
、
そ

の
使

用
に
係
る
量
若
し
く
は

期
間

が
当
該
単
位
未
満
で
あ

る
と

 

 
 

 
き
の
そ
の
量
若

し
く

は
期
間
又
は
そ
の
使
用

に
係

る
量
若
し
く
は

期
間
に

当
該

 

 
 

 
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
の
そ
の
端
数
は
、
当
該
単
位
と
し
て
計
算
す
る
。

 
 

備
考

 
表
中
の
［

 
］
の
記
載
は
、
注
記
で
あ
る
。

 
  
（
鳥
取
県
西
部
広
域
行
政
管
理
組
合
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
条
例

の
一
部
改
正
）

 

第
２
条

 
鳥
取
県
西
部
広
域
行
政
管
理
組
合
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
条
例

（
平
成
９
年
鳥
取
県
西
部
広
域
行
政
管
理
組
合
条
例
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 
 

改
 

 
 

 
 

 
 
正

 
 

 
 

 
 

 
後

 
改

 
 

 
 

 
 

 
正

 
 

 
 

 
 

 
前

 
  
（
手
数
料
）

 

第
1
0
条

 
第
５
条
第
３
項
第
２
号
及
び
第
３
号
に
掲
げ
る
者
が
、
処
理
対
象
ご
み

又
は
産
廃
不
燃
物
を
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
に
搬
入
す
る
場
合
は

、
搬
入
１
回
に

つ
き
、
当
該
搬
入
す
る
処
理
対
象
ご
み
又
は
産
廃
不
燃
物

1
0
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た

り
4
8
0
円
の
手
数
料
を
納

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、

当
該
搬
入
す
る
処
理
対
象
ご
み
又
は
産
廃
不
燃
物
に

1
0
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
部

分
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
部
分
を

1
0
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
計
算
す
る
。

 

２
 
［
省
略
］

 
 

  
（
手
数
料
）

 

第
1
0
条

 
第
５
条
第
３
項
第
２
号
及
び
第
３
号
に
掲
げ
る
者
が
、
処
理
対
象
ご
み

又
は
産
廃
不
燃
物
を
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
に
搬
入
す
る
場
合
は

、
搬
入
１
回
に

つ
き
、
搬
入
す
る
処
理
対
象
ご
み
又
は
産
廃
不
燃
物

1
0
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り

1
7

8
円

の
手
数
料
を
納
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ

の
場
合
に
お
い
て

、
搬
入

す
る
処
理
対
象
ご
み
又
は
産
廃
不
燃
物
に

1
0
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
部
分
が
あ
る

と
き
は
、
当
該
部
分
を

1
0
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
計
算
す
る
。

 

２
 
［
省
略
］
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附

 
則

 
 

  
 

 
附

 
則

 
 

  
（
手
数
料
の
額
に
関
す
る
経
過
措
置
）

 

２
 
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
令
和

1
0
年
３
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第

1
0
条

第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応

じ
、
同
項
中
「

4
8
0
円
」
と
あ
る
の
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

 

 
⑴

 
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
９
年
３
月

3
1
日
ま
で

 
2
8
0
円

 

 
⑵

 
令
和
９
年
４
月
１
日
か
ら
令
和

1
0
年
３
月

3
1
日
ま
で

 
3
8
0
円

 
 

  
（
鳥
取
県
西
部
広
域
行
政
管
理
組
合
立
岸
本
中
間
処
理
場
条
例

の
廃
止
）

 

２
 
鳥
取
県
西
部
広
域
行
政
管
理
組
合
立
岸
本
中
間
処
理
場
条
例

（
昭
和

6
3
年

1
0

月
鳥
取
県
西
部
広
域
行
政
管
理
組
合
条
例
第

２
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
［
削
除
］

 
 

  
（
経
過
措
置
）

 

３
 

こ
の

条
例
に
基
づ

く
届
出
を
し
、
又

は
搬
入
許

可
若
し
く
は
使

用
許
可
を

受
け

よ
う
と

す
る
者

は
、

平
成

９
年
３

月
１
日

か
ら

当
該

届
出
又

は
搬
入

許
可

若
し

く

は
使
用
許
可
の
申
請
の
手
続
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

備
考

 
表
中
の
［

 
］
の
記
載
は
、
注
記
で
あ
る
。

 
  

 
 
附

 
則

 

 
（
施
行
期
日
）

 

１
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
５
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
（
鳥
取
県
西
部
広
域
行
政
管
理
組
合
営
火
葬
場
条
例

の
一
部
改
正
に
関
す
る
経
過
措
置
）

 

２
 

第
１
条
の
規
定

に
よ

る
改
正
後
の
鳥
取
県

西
部

広
域
行
政
管
理

組
合

営
火

葬
場
条
例

（
次
項
及

び
附

則
第

４
項
に
お
い
て

「
改

正
後
の
火
葬
場
条
例

」
と
い

う
。
）
別
表
（
霊
安
室
の
項
を
除
く
。
）

の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日

（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
お
け
る
鳥
取
県
西
部
広
域
行
政
管
理
組

合
営
桜
の
苑
（
以
下
こ
の
項
、
次
項
及
び
附
則
第
５
項
に
お
い
て
単
に
「
桜
の
苑
」
と
い
う
。
）
の
使
用
に
係
る
使
用
料
に
つ
い
て
適
用
し
、

施
行
日
前
に
お
け

る
桜
の
苑
の
使
用
に
係
る
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

 

３
 
改
正
後
の
火
葬
場
条
例
別
表
の
霊
安
室
の
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
お
け
る

桜
の
苑
の
霊
安
室
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
単
に
「
霊
安
室
」
と

い
う
。
）
の
使
用
（
施
行
日
前
か
ら
の
継
続
し
て
の
使
用
を
除
く
。
）
に
係
る
使
用
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
お
け
る
霊
安
室
の
使
用
（

施
行
日
前
か

ら
の
継
続
し
て
の
施
行
日
以
後
に
お
け
る
使
用
を
含
む
。
）
に
係
る
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

 

４
 
施
行
日
前
か
ら
霊
安
室
を
継
続
し
て
使
用
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
施
行
日
以
後
に
、

そ
の
使
用
を
延
長
す
る
こ
と
に
つ
い
て
管
理
者
の
許
可
を
受
け
た
と

き
は
、
当
該
延
長
し
た
時
間
に
よ
る
霊
安
室
の
使
用
に
係
る
使
用
料
の
額
の
算
出
に
つ
い
て
は
、
当
該

許
可
を
受
け
た
延
長
後
の
時
間
に
つ
き
、
改
正
後
の
火
葬
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場
条
例
別
表
の
規
定
を
適
用
す
る
。

当
該
延
長
し
て
の
霊
安
室
の
使
用
を
更
に
延
長
す
る
こ
と
に
つ
い
て
管
理
者
の
許
可
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
当
該

許
可
を

受
け
た
延
長
後
の
時
間
に
よ
る
霊
安
室
の
使
用
に
係
る
使
用
料
の
額
の
算
出
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

 

５
 
施
行
日
以
後
に
お
け
る
桜
の
苑
の
使
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
は
、
施
行
日
前
か
ら
行
う
こ
と
が
で
き
る

。
 

 
（
鳥
取
県
西
部
広
域
行
政
管
理
組
合
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
条
例

の
一
部
改
正
に
関
す
る
経
過
措
置
）

 

６
 
第
２
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
鳥
取
県
西
部
広
域
行
政
管
理
組
合
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
条
例
第

1
0
条
第
１
項
及
び
附
則
第
２
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に

鳥
取
県
西
部
広
域
行
政
管
理
組
合
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
（
以
下
「
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
」
と
い
う
。
）

に
搬
入
さ
れ
る
処
理
対
象
ご
み
（
鳥
取
県
西
部
広
域
行
政

管
理
組
合
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
条
例
第
４
条
に
規
定
す
る
処
理
対
象
ご
み
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び

産
廃
不
燃
物
（
鳥
取
県
西
部
広
域
行
政
管
理
組
合
リ
サ

イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
条
例
第
８
条
第
１
項
に
規
定
す
る
産
廃
不
燃
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
処
理
に
係
る

手
数
料
に
つ
い
て
適
用
し

、
施
行
日
前
に
リ
サ
イ
ク
ル

プ
ラ
ザ
に
搬
入
さ
れ
る
処
理
対
象
ご
み

及
び
産
廃
不
燃
物
の
処
理
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
は

、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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議案第２０号 

 

鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例の一部を改正する

条例の制定について  

 

次のとおり鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例の一部を改正する

条例を制定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２９２条において準用する同法第９６条第１項第１号の規定により、議会

の議決を求める。  

 

令和７年１１月２７日提出  

 

鳥取県西部広域行政管理組合  

管理者 米子市長 伊 木 隆 司  
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鳥
取
県
西
部
広
域
行
政
管
理
組
合
営
火
葬
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

 
鳥
取
県
西
部
広
域
行
政
管
理
組
合
営
火
葬
場
条
例
（
平
成
３
年
鳥
取
県
西
部
広
域
行
政
管
理
組
合
条
例
第
５
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線

及
び
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 
 

改
 

 
 

 
 

 
 
正

 
 

 
 

 
 

 
後

 
改

 
 

 
 

 
 

 
正

 
 

 
 

 
 

 
前

 
  
（
設
置
）

 

第
２
条

 
墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

2
3
年
法
律
第

4
8
号
）
に
基
づ
き

火
葬
を
行
う
た
め
の
施
設
と
し
て
、
火
葬
場
を
次
の
と
お
り
設
置
す
る
。

 

 
 
名
称

 
［
省
略
］

 

 
 
位
置

 
米
子
市
長
砂
町

1
0
6
6
番
地

 
 

  
（
設
置
）

 

第
２
条

 
墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

2
3
年
法
律
第

4
8
号
）
に
よ
る
火

葬
の
施
設
と
し
て
、
火
葬
場
を
次
の
と
お
り
設
置
す
る
。

 

 
 
名
称

 
［
省
略
］

 

 
 
位
置

 
米
子
市
長
砂
町

1
、
0
6
6
番
地

 
 

  
（
受
付
時
間
）

 

第
２
条
の
２

 
前
条
の
火
葬
場
（
以
下
単
に
「
火
葬
場
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て

火
葬
に
付
す
る
死
体
等
を
受
け
付
け
る
時
間
は
、
午
前
８
時

4
0
分
か
ら
午
後
３

時
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
管
理
者
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ

を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

   
 
［
新
設
］

 

  
（
休
場
日
）

 

第
２
条
の
３

 
火
葬
場
の
休
場
日
は
、
１
月
１
日
及
び
同
月
２
日
と
す
る
。
た
だ

し
、
管
理
者
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
変
更
し
、
又
は
臨
時

の
休
場
日
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

   
 
［
新
設
］

 

  
（
使
用
の
許
可
）

 

第
３
条

 
火
葬
場
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
管
理
者
の
許
可
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
管
理
者
は
、
前
項
の
許
可
（
以
下
「
使
用
許
可
」
と
い
う
。
）

を
す
る
場
合

に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

  
（
使
用
の
許
可
）

 

第
３
条

 
火
葬
場
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
管
理
者
の
許
可
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
管
理
者
は
、
前
項
の
許
可
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
火
葬
場
の
管
理
上
必
要

な
条
件
を
付
す
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

  
（
使
用
許
可
の
禁
止
）

 

第
３
条
の
２

 
管
理
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、

使
用

 

  
（
使
用
許
可
の
制
限
）

 

第
３
条
の
２

 
管
理
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、

火
葬
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許
可
を
し
な
い
。

 

 
⑴

 
公
の
秩
序
を
乱
し
、
又
は
善
良
な
風
俗
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

 

  
⑵

 
火
葬
場
の
施
設
、
設
備
又
は
器
具
（
以
下
「
施
設
等
」
と
い
う
。
）
を
汚

損
し
、
毀
損
し
、
滅
失
し
、
又
は
紛
失
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

 

 
⑶

 
前
２
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
火
葬
場
の
管
理
上
支
障
が
あ
る
と

認
め

ら
れ
る
と
き
。

 
 

 
場
の
使
用
を
許
可
し
な
い
。

 

 
⑴

 
そ
の
使
用
が
、
公
の
秩
序
を
乱
し
、
又
は
善
良
な
風
俗
を
害
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
と
き
。

 

 
⑵

 
そ
の
使
用
が
、
火
葬
場
の
施
設
及
び
設
備
等
を
破
損
し
、
汚
損
し
、
又
は

滅
失
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

 

 
⑶

 
前
２
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
火
葬
場
の
管
理
上
支
障
が
あ
る
と

管
理

者
が
認
め
る
と
き
。

 
 

  
（
目
的
外
使
用
の
禁
止
）

 

第
３
条
の
３

 
使
用
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
使
用
者
」
と
い
う
。
）
は
、
使

用
許
可
を
受
け
た
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
火
葬
場
を
使
用
し
て
は
な
ら
な

い
。

 
 

  
（
目
的
外
使
用
の
禁
止
）

 

第
３
条
の
３

 
第
３
条
第
１
項
の
許
可
（
以
下
「
使
用
許
可
」
と
い
う
。
）

を
受

け
た
者
（
以
下
「
使
用
者
」
と
い
う
。
）
は
、
使
用
許
可
を
受
け
た
目
的
以
外

の
目
的
の
た
め
に
火
葬
場
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

 
 

  
（
使
用
許
可
の
取
消
し
等
）

 

第
３
条
の
４

 
管
理
者
は
、
使
用
者
又
は
利
用
者
（
使
用
者
と
共
に
火
葬
場
を
利

用
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と

き
は
、
使
用
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
火
葬
場
の
使
用
の
停
止
を
命
じ
る
こ
と

が
で
き
る
。

 

 
⑴

 
［
省
略
］

 

 
⑵

 
第
３
条
の
２
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
。

 

  
⑶

 
［
省
略
］

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
［
削
除
］

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
［
削
除
］

 
 

  
（
使
用
許
可
の
取
消
し
等
）

 

第
３
条
の
４

 
管
理
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
使
用

許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
使
用
の
停
止
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

   
⑴

 
［
省
略
］

 

 
⑵

 
火
葬
場
の
施
設
及
び
設
備
等
を
破
損
し
、
汚
損
し
、
又
は
滅
失
す
る
行
為

を
し
た
と
き
。

 

 
⑶

 
［
省
略
］

 

 
⑷

 
前
３
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
火
葬
場
の
管
理
上
支
障
が
あ
る
と
管
理

者
が
認
め
る
と
き
。

 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
よ
っ
て
使
用
者
が
受
け
た
損
害
に
つ
い
て
は
、

組
合
は
、
賠
償
の
責
任
を
負
わ
な
い
。

 
 

  
（
収
骨
等
）

 

第
７
条

 
使
用
者
は
、
管
理
者
が
指
定
す
る
日
時
ま
で
に
、
収
骨
（
霊
安
室
の
使

用
に
あ
っ
て
は
、
死
体
又
は
死
産
児
の
引
取
り
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

  
（
収
骨
等
）

 

第
７
条

 
使
用
者
は
、
管
理
者
の
指
定
す
る
日
時
ま
で
に
、
収
骨
（
霊
安
室
の
使

用
に
あ
っ
て
は
、
死
体
又
は
死
産
児
の
引
取
り
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２
 
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
収
骨
の
際
に
使
用
者
が
引
き
取
ら
な
か
っ

た
焼
骨
（
灰
状
に
な
っ
た
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

３
 

第
１

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
使

用
者

（
法

令
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、
そ
の
事
務
と
し
て
又
は
そ
の
費
用
を
負
担
し
て
死
体
等
の
火
葬

を
行
う
た

め
に

火
葬

場
を

使
用

す
る

も
の

（
そ

の
も

の
か

ら
委

任
を

受
け

た
者

を
含

む
。
）
を
除
く
。
）
が
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
同
項

の
規
定
に
よ
る

収
骨
を
し
な
い
旨
を
申
し
出
た
と
き
は
、

管
理
者
は
、
当
該
焼
骨
を
処
分
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

 

４
 
前
２
項
の
規
定
に
よ
る
焼
骨
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
何
人
も
、
異
議
を
申
し

立
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

 
 

２
 
管
理
者
は
、
使
用
者
が
引
き
取
ら
な
か
っ
た
焼
骨
の
一
部
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
使
用
者
は
、
異
議

を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

 

 
 
［
新
設
］

 

      
 
［
新
設
］

 
 

  
（
損
害
賠
償
の
義
務
）

 

第
８
条

 
使
用
者
又
は
利
用
者
は
、
火
葬
場
の
施
設

等
を
汚
損
し
、
毀
損
し
、
滅

失
し
、
又
は
紛
失
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
管
理
者
に
届

け
出
て
、
管

理
者
が
相
当
と
認
め
る
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

  
（
原
状
回
復
の
義
務
）

 

第
８
条

 
使
用
者
は
、
火
葬
場
の
使
用
を
完
了
し
た
と
き
又
は
第
３
条
の
４
第
１

項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
原
状
に
回
復
し
て
、
返

還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

  
（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
）

 

第
９
条

 
組
合
は
、
準
用
地
方
自
治
法
第

2
4
4
条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

法
人
そ
の
他
の
団
体
（
以
下
「
法
人
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
組
合
が
指
定

す
る
者
（
以
下
「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。
）
に
、
火
葬
場
の
管
理
に
関
す
る

次
に
掲
げ
る
業
務
（
以
下
「
管
理
業
務
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。

 

 
⑴

 
火
葬
場
の
施
設
等
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

 

 
⑵

 
使
用
許
可
（
管
理
者
に
お
い
て
処
理
す
る
も
の
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
並
び
に
使
用
者
及
び
利
用
者
の
応
接
に
関
す
る
こ
と
。

 

 
⑶

 
前

２
号

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

火
葬

場
の

管
理

に
関

す
る

業
務

の
う

ち
、
管
理
者
に
専
属
す
る
権
限
に
基
づ
く
事
務
を
除
く
も
の

 

２
 
前
項
第
２
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
に
使
用
許
可
に
関
す
る
事
務
を
行

わ
せ
る
場
合
に
お
け
る
第
３
条
、
第
３
条
の
２
、
第
３
条
の
４
並
び
に
第
７
条

 

  
（
損
害
賠
償
の
義
務
）

 

第
９
条

 
使
用
者
又
は
利
用
者
は
、
火
葬
場
の
施
設
又
は
設
備
に
損
害
を
与
え
た

と
き
は
そ
の
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
管
理
者
が
や
む

を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
賠
償
責
任
の
全
部
又
は
一
部
を
免

除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第

１
項

か
ら

第
３

項
ま

で
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
こ

れ
ら

の
規

定
中

「
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
９
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
」
と

す
る
。

 
 

 

  
（
指
定
管
理
者
に
よ
る
受
付
時
間
及
び
休
場
日
の
変
更
）

 

第
1
0
条

 
指
定
管
理
者
は
、
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
、
第
２
条
の
２

に
規
定
す

る
火
葬
に
付
す
る
死
体
等
を
受
け
付
け
る

時
間
及
び
第
２
条
の
３
に
規
定
す
る

火
葬
場
の
休
場
日
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

  
（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
）

 

第
1
0
条

 
管
理
者

は
、
火

葬
場
の
管
理
を
準

用
地
方

自
治
法
第

2
4
4
条
の
２
第
３

項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
て
適
用
す
る
。

 

読
み
替
え
る
規
定

 
読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

 
読
み
替
え
る
字
句

 

第
３

条
第

１
項

及
び

第

２
項

並
び

に
第

３
条

の

２
 

管
理

者
あ

あ
あ

あ
あ

あ
 

管
理

者
又

は
指

定
管

理

者
 

第
３

条
の

４
第

１
項

並

び
に

第
７

条
第

１
項

及

び
第

２
項

あ
あ

あ
あ

あ
 

管
理

者
あ

あ
あ

あ
あ

あ
 

指
定

管
理

者
あ

あ
あ

あ
 

第
３

条
の

４
第

２
項

あ
 

組
合

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
 

組
合

及
び

指
定

管
理

者
 

  
  
（
公
募
）

 

第
1
1
条

 
管
理
者
は
、
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
管
理
業
務
を
指
定
管
理
者

に
行
わ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る

法

人
等
を
公
募
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
募
（
次
項
及
び
第

1
6
条
第
１
項
に
お
い
て
単
に
「
公

募
」
と
い
う
。
）
は
、
組
合
の
掲
示
場
へ
の
掲
示
、
組
合
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ

の
掲
載
そ
の
他
管
理
者
が
定
め
た
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

 

３
 
［
省
略
］

 
 

  
（
公
募
）

 

第
1
1
条

 
管
理
者
は
、
火
葬
場
の
管
理
を
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
（
以
下

「
法
人
等
」
と
い
う
。
）
を
公
募
す
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
募
（
以
下
「
公
募
」
と
い
う
。
）
は
、
組
合
の
掲
示

場
へ
の
掲
示
、
そ
の
他
管
理
者
が
定
め
た
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

 

 ３
 
［
省
略
］

 
 

  
（
指
定
管
理
者
の
候
補
者
の
選
定
基
準
）

 

第
1
4
条

 
管
理
者
は
、
第

1
2
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第

１
項
に
お
い
て
「
指
定
申
請
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る

基
準
に
よ
り
当
該
指
定
申
請
の
内
容
を
審
査
し
、
当
該
指
定
申
請
を
行
っ
た

法
 

  
（
指
定
管
理
者
候
補
者
の
選
定
基
準
）

 

第
1
4
条

 
管

理
者

は
、

第
1
2
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
申

請
（

以
下

「
指

定
申

請
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に

よ
っ
て
当
該
指
定

申
請
の
内
容
を
審
査
し
、
当
該
指
定
申
請
を
行
っ
た
法
人
等
の
う
ち
か
ら

指
定
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人
等
の
う
ち
か
ら
、
指
定
管
理
者
の
候
補
者
を
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 
⑴

 
［
省
略
］

 

 
⑵

 
事
業
計
画
書
の
内
容
が
、
火
葬
場
の
効
用
を
最
大
限
に
発
揮
さ
せ
る
も
の

で
あ
る
と
と
も
に
、
管
理
業
務
に
係
る
経
費
の
節
減
を
図
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

 

 
⑶

 
［
省
略
］

 

２
 
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
候
補
者
を
選
定
す
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
第

2
0
条
第
１
項
に
規
定
す
る
選
定
委
員
会
の
意
見
を
聴
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

 
管
理
者
の
候
補
者
を
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 
⑴

 
［
省
略
］

 

 
⑵

 
事
業
計
画
書
の
内
容
が
、
火
葬
場
の
効
用
を
最
大
限
に
発
揮
さ
せ
る
も
の

で
あ

る
と

と
も

に
、

火
葬

場
の

管
理

の
業

務
（

以
下

「
管

理
業

務
」

と
い

う
。
）
に
係
る
経
費
の
節
減
を
図
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

 
⑶

 
［
省
略
］

 

２
 
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
候
補
者
を
選
定
す
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
第

2
2
条
第
１
項
に
規
定
す
る
選
定
委
員
会
の
意
見
を
聴
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

  
（
指
定
管
理
者
の
候
補
者
の
選
定
の
特
例
）

 

第
1
5
条

 
管
理
者
は
、
指
定
申
請
を
行
う
法
人
等
が
な
い
と
き
、
又
は
指
定
申
請

を
行
っ
た
法
人
等
に
つ
い
て
前
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も

該
当
す
る
も
の
が
な
い
と
き
は
、
火
葬
場
の
設
置
の
目
的
を
効
果
的
に
達
成
す

る
こ
と
が
で
き
る
者
と
し
て
管
理
者
が
認
め
る
法
人
等
（
次
項
に
お
い
て
「
認

定
法
人
等
」
と
い
う
。
）
を
、
指
定
管
理
者
の
候
補
者
と
し
て
選
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

 

２
・
３

 
［
省
略
］

 
 

  
（
指
定
管
理
者
の
候
補
者
の
選
定
の
特
例
）

 

第
1
5
条

 
管
理
者
は
、
指
定
申
請
を
行
う
法
人
等
が
な
い
と
き
、
又
は
指
定
申
請

を
行
っ
た
法
人
等
に
つ
い
て
前
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も

該
当
す
る
も
の
が
な
い
と
き
は
、
火
葬
場
の
設
置
の
目
的
を
効
果
的
に
達
成
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

し
て

管
理

者
が

認
め

る
法

人
等

（
次

項
に

お
い

て

「
認
定
法
人
等
」
と
い
う
。
）
を
、

火
葬
場
に
係
る
指
定
管
理
者
の
候
補
者
と

し
て
選
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
・
３

 
［
省
略
］

 
 

  
（
指
定
等
の
公
示
）

 

第
1
7
条

 
管
理
者
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
し
た
と
き
、
又
は
準
用
地
方
自
治

法
第

2
4
4
条
の
２
第

1
1
項

の
規
定
に
よ
り

指
定
を
取

り
消
し
、
若
し

く
は

管
理

業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
、
そ
の
旨

及
び
規
則
で
定
め
る
事
項
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 

  
（
指
定
等
の
公
示
）

 

第
1
7
条

 
管
理
者
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
し
た
と
き
、
又
は
準
用
地
方
自
治

法
第

2
4
4
条
の
２
第

1
1
項

の
規
定
に
よ
り

指
定
を
取

り
消
し
、
若
し

く
は

指
定

管
理

者
の

業
務

の
全

部
若

し
く

は
一

部
の

停
止

を
命

じ
た

と
き

は
、

そ
の

都

度
、
そ
の
旨
及
び
規
則
で
定
め
る
事
項
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
［
削
除
］

 

  
（
指
定
管
理
者
が
行
う
業
務
の
範
囲
）

 

第
1
8
条

 
指
定
管
理
者
が
行
う
業
務
（
以
下
「
業
務
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
と

 

 
お
り
と
す
る
。

 

 
⑴

 
施
設
、
設
備
又
は
器
具
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

 

 
⑵

 
使
用
の
許
可
（
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
使
用
者
の
応
接
に
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関
す
る
こ
と
。

 

 
⑶

 
使
用
料
の
収
受
に
関
す
る
こ
と
。

 

 
⑷

 
そ
の
他
管
理
者
が
認
め
る
も
の

 
 

  
（
事
業
報
告
書
の
作
成
及
び
提
出
）

 

第
1
8
条

 
［
省
略
］

 

２
 
前
項
の
事
業

報
告
書

に
は
、
当
該
年
度

（
準
用

地
方
自
治
法
第

2
4
4
条
の
２

第
1
1
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
指
定
を
取
り

消
さ
れ
た
日
ま
で
）
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

 

 
⑴

 
管
理
業
務
の
実
施
状
況

 

 
⑵
・
⑶

 
［
省
略
］

 

 
⑷

 
管
理
業
務
の
実
施
に
係
る
収
支
状
況

 
 

  
（
事
業
報
告
書
の
作
成
及
び
提
出
）

 

第
1
9
条

 
［
省
略
］

 

２
 
前
項
の
事
業

報
告
書

に
は
、
当
該
年
度

（
準
用

地
方
自
治
法
第

2
4
4
条
の
２

第
1
1
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
指
定
を
取
り

消
さ
れ
た
日
ま
で
）
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

 

 
⑴

 
業
務
の
実
施
状
況

 

 
⑵
・
⑶

 
［
省
略
］

 

 
⑷

 
業
務
の
実
施
に
係
る
収
支
状
況

 
 

  
（
情
報
の
公
開
）

 

第
1
9
条

 
指

定
管

理
者

は
、

鳥
取

県
西

部
広

域
行

政
管

理
組

合
情

報
公

開
条

例

（
平
成

1
3
年
鳥
取
県
西
部
広
域
行
政
管
理
組
合
条
例
第
１
号
）
の
趣
旨
に
の
っ

と
り
、
管
理
業
務
に
関
し
て
保
有
す
る
情
報
の
公
開
を
行
う
た
め
に
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 

  
（
情
報
の
公
開
）

 

第
2
0
条

 
指

定
管

理
者

は
、

鳥
取

県
西

部
広

域
行

政
管

理
組

合
情

報
公

開
条

例

（
平
成

1
3
年
鳥
取
県
西
部
広
域
行
政
管
理
組
合
条
例
第
１
号
）
の
趣
旨
に
の
っ

と
り
、
業
務
に
関
し
て
保
有
す
る
情
報
の
公
開
を
行
う
た
め
に
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
［
削
除
］

 

  
（
個
人
情
報
の
保
護
）

 

第
2
1
条

 
管
理
者
は
、
指
定
管
理
者
に
対
し
、
業
務
に
関
し
て
取
り
扱
う
個
人
情

報
（
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成

1
5
年
法
律
第

5
7
号
）
第
２
条
第

１
項
に
規
定
す
る
個
人
情
報
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
保

護
す
る
た
め
に
当
該
指
定
管
理
者
が
講
ず
る
べ
き
必
要
な
措
置
を
明
ら
か
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
指
定
管
理
者
は
、
業
務
の
範
囲
内
で
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
し
管
理
者
と

同
様
の
責
務
を
負
う
も
の
と
し
、
管
理
者
の
指
示
に
従
い
、
個
人
情
報
の
保
護

の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
指
定
管
理
者
若
し
く
は
指
定
管
理
者
で
あ
っ
た
法
人
等
又
は
業
務
に
従
事
し
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て
い
る
者
若
し
く
は
従
事
し
て
い
た
者
は
、
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
個
人
情

報
を
漏
ら
し
、
又
は
不
当
な
目
的
の
た
め
に
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

 
 

  
（
桜
の
苑
指
定
管
理
者
候
補
者
選
定
委
員
会
）

 

第
2
0
条

 
［
省
略
］

 
 

  
（
桜
の
苑
指
定
管
理
者
候
補
者
選
定
委
員
会
）

 

第
2
2
条

 
［
省
略
］

 
 

  
（
委
任
）

 

第
2
1
条

 
［
省
略
］

 
 

  
（
委
任
）

 

第
2
3
条

 
［
省
略
］

 
 

備
考

 
表
中
の
［

 
］
の
記
載
は
、
注
記
で
あ
る
。

 
   

 
 
附

 
則

 

 
（
施
行
期
日
）

 

１
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
（
焼
骨
の
処
分
に
関
す
る
経
過
措
置
）

 

２
 
こ
の
条
例
に
よ

る
改

正
後
の

鳥
取
県
西
部

広
域

行
政
管
理
組
合

営
火

葬
場

条
例
（
以
下
「
改
正

後
の

条
例
」
と
い
う
。
）

第
７

条
第
３
項
及
び
同
条

第
４
項

（
同
条
第
３
項
の
規
定
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
改
正
後
の
条
例
第
３
条
第
２
項

に
規
定
す
る
使
用
許
可
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
適
用

し
、
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
鳥
取
県
西
部
広
域
行
政
管
理
組
合
営
火
葬
場
条
例

（
次
項
に
お
い
て
「
改
正
前
の
条
例
」
と
い
う
。
）

第
３
条
の
３
に
規
定
す
る
使
用
許
可
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

。
 

 
（
指
定
管
理
者
に
よ
る
火
葬
場
の
管
理
に
関
す
る
業
務
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

 

３
 
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
組
合
が
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）

第
２
９
２
条
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
同
法
第

２
４
４
条
の
３
第
３
項
の
規
定

に
よ
り
改
正
前
の
条
例
第
１
８
条
各
号
（
第
３
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る

業
務
を
行
う
者
と
し
て
指
定
し
た
法
人
そ
の
他
の
団
体
（
次
項
に
お
い
て
「
現
指
定
管

理
者
」
と
い
う
。
）
が
施
行
日
以
後
に
当
該
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
改
正
後
の
条
例
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

改
正
後
の
条
例
第
９
条
第
２
項
の
規
定
は
適
用

せ
ず
、
改
正
後
の
条
例
第
３
条
第
１
項
中
「
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
取
県
西
部
広
域
行
政
管
理
組
合
営
火
葬
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和

 
年

鳥
取
県
西
部
広
域
行
政
管
理
組
合
条
例
第

 
号
）
の
施
行
前
に
組
合
が
準
用
地
方
自
治
法
第
２
４
４
条
の
３
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
鳥

取
県
西
部
広
域
行
政
管
理
組
合
営
火
葬
場
条
例
第
１
８
条
各
号
（
第
３
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
業
務

を
行
う
者
と
し
て
指
定
し
た
法
人
そ
の
他
の
団
体
（
以
下

「
現
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
条
第
２
項

並
び
に
改
正
後
の
条
例
第
３
条
の
２
、
第
３
条
の
４
並
び
に
第
７
条
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
中
「
管

理
者
」
と
あ
り
、
並
び
に
改
正
後
の
条
例
第
１
０
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
、
第
１
８
条
第
１
項
及
び
第
１
９
条
中

「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
現
指
定
管

理
者
」
と
、
改
正
後
の
条
例
第
１
７
条
中

「
指
定
を
取
り
消
し
」
と
あ
る
の
は
「
現
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
」
と
、

「
管
理
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
現
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指
定
管
理
者
が
行
う
火
葬
場
の
管
理
に
関
す
る
業
務
（
次
条
第
２
項
第
１
号
及
び
第
４
号
並
び
に
第
１
９
条
に
お
い
て
「
管
理
業
務
」
と
い
う
。
）
」
と

す
る
。

 

４
 
現
指
定
管
理
者
が
、
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
施
行
日
以
後
に
お
け
る
改
正
後
条
例

第
２
条
の
２
に
規
定
す
る
火
葬
に
付
す
る
死
体
等
を
受
け
付
け
る
時
間
及
び

改
正
後
条
例
第
２
条
の
３
に
規
定
す
る
火
葬
場
の
休
場
日
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
管
理
者
の
承
認
を
得
て
い
る
場
合
は
、
当
該
変
更
は
、
改
正
後
の
条
例
第

１
０
条
の
規
定
に
よ
る
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
行
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
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議案第２１号 

 

   鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場の指定管理者の指定に

ついて 

 

鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場の指定管理者を次のとおり指定す

ることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条にお

いて準用する同法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求め

る。  

 

  令和７年１１月２７日提出  

 

             鳥取県西部広域行政管理組合  

管理者 米子市長 伊 木 隆 司  

 

１ 指定管理対象施設  

名 称 所 在 地 

鳥取県西部広域行政管理組合

営火葬場（以下「桜の苑」と

いう。）  

鳥取県米子市長砂町１０６６番地  

 

２ 指定管理者に指定する者  

  鳥取県米子市東福原五丁目５番１０号  

  東亜・宮本グループ  

  代表企業 東亜建物管理株式会社  

        代表取締役 尾﨑 賢幸  

 

３ 業務の範囲及び管理の基準  

 ⑴ 業務の範囲  
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   指定管理者は、次に掲げる桜の苑の管理に関する業務（以下「管理

業務」という。）を行うものとする。  

  ア 遺体の火葬、改葬に関すること。  

  イ 産汚物、手術肢体、解剖遺体等の焼却に関すること。  

  ウ 霊安室の管理に関すること。  

  エ 施設及び設備の維持管理に関すること。  

  オ 喫茶の運営に関すること。  

  カ 火葬場使用許可に関すること。（ただし、市町村の窓口において

許可するものを除く。）  

  キ 火葬場使用料の徴収に関すること。  

  ク 管理者が必要と認めたこと。  

 ⑵ 管理の基準  

指定管理者は、管理業務の遂行に当たり、桜の苑では圏域住民の生

活にとって重要な業務であることを十分認識し、利用者を尊重した高

い倫理性、利用者はもとより他のいかなる団体等に対しても有利な扱

い又は不利な扱いを行うことのない公平性を保つとともに、利用者が

安心して利用できる質の高いサービスを提供するよう努めること。  

   また、桜の苑の施設、設備について適正な管理と保守点検を行い、

利用者が安全かつ清潔に利用できるよう努めること。  

 

４ 指定の期間   令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 

          令和１３年３月３１日まで  
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議案第２３号  

 

   令和６年度鳥取県西部広域行政管理組合一般会計の決算認定  

   について  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条において準用する同

法第２３３条第３項の規定により、令和６年度鳥取県西部広域行政管理組

合一般会計歳入歳出決算を、別冊のとおり監査委員の意見を付けて、議会

の認定に付する。  

 

  令和７年１１月２７日提出  

 

             鳥取県西部広域行政管理組合  

             管理者 米子市長 伊 木 隆 司  
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報告第１号  

 

   議会の委任による専決処分について  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条において準用する同

法第１８０条第１項の規定により次のとおり専決処分したので、同法第２

９２条において準用する同法第１８０条第２項の規定によりこれを議会に

報告する。  

 

  令和７年１１月２７日提出  

 

鳥取県西部広域行政管理組合  

             管理者 米子市長 伊 木 隆 司  

 

１ 処 分 件 名  工事請負契約の締結についての議決の一部変更につい  

         て  

２ 処分年月日  令和７年９月１２日 
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専 決 処 分 書 
 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条において準用する同

法第１８０条第１項の規定により、工事請負契約の締結についての議決の

一部変更について、次のとおり専決処分する。 

 

  令和７年９月１２日 

 

鳥取県西部広域行政管理組合     

管理者 米子市長 伊 木 隆 司 

 

工事請負契約の締結についての議決の一部変更について  

 

 令和６年８月２８日に議会の議決を経た江府消防署移転新築建築主体工

事に係る「工事請負契約の締結について」（令和６年議案第９号）の一部

を次のとおり変更する。 

 「工事請負契約の締結について」の表の契約金額の項中「４５２，９８

０，０００円」を「４５６，３９０，０００円」に改める。  

 

  

24



報告第１号参考資料 

議案第９号 

工事請負契約の締結について 

次のとおり工事請負契約を締結することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２９２条において準用する同法第９６条第１項第５

号の規定により、議会の議決を求める。 

  令和６年８月２８日提出            

鳥取県西部広域行政管理組合    

管理者 米子市長 伊 木 隆 司    

 

工 事 の 名 称 江府消防署移転新築建築主体工事 

工 事 の 場 所 日野郡江府町武庫１２５番地３ほか 

契 約 金 額 ４５２,９８０,０００円 

契約の相手方 

江府消防署移転新築建築主体工事松本組・平田

組・フィディア特定建設工事共同企業体 

代表者 米子市富益町６９番地５ 

     株式会社松本組 

      代表取締役 椋 田 隆 博 

契 約 の 方 法 公募型指名競争入札 
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令和７年度鳥取県西部広域行政管理組合補正予算書

（　一　般　会　計　）



1



議案第２２号

令和７年度鳥取県西部広域行政管理組合一般会計補正予算（補正第１回）

　令和７年度鳥取県西部広域行政管理組合一般会計補正予算（補正第１回）は、次に定めるところによる。　

（歳入歳出予算の補正）

　７，４４７，５７２千円とする。

　歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第２条　債務負担行為の追加は、「第２表　債務負担行為補正」による。

令和７年１１月２７日提出

鳥取県西部広域行政管理組合

管理者　米子市長　伊木隆司

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４，０５５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入
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　　歳   入 （単位：千円）

款 項

1 分 担 金 及 び 負 担 金 4,807,922 2,722

1 負 担 金 4,807,922 2,722

3 国 庫 支 出 金 92,255 1,333

1 国 庫 補 助 金 92,255 1,333

歳               入               合               計 7,443,517 4,055

　　歳   出 （単位：千円）

款 項

4 衛 生 費 1,404,805 4,055

2 清 掃 費 1,243,906 4,055

歳               出               合               計 7,443,517 4,055

区分

千円

4,810,644

4,810,644

93,588

93,588

7,447,572

期　　間

令和８年度 81,500

1,408,860

1,247,961

7,447,572

事　　項

追加
最終処分場測量・地質調査事業

（測量業務委託料）

第   １   表      歳   入   歳   出   予   算   補   正

補 正 前 の 額 補   正   額 計

補 正 前 の 額 補   正   額 計

第   ２   表      債   務   負   担   行   為   補   正

限　度　額
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令 和 ７ 年 度

補 正 予 算 に 関 す る 説 明 書



1



１　総 　括

　　歳 　入 （単位：千円）

1 分 担 金 及 び 負 担 金 4,807,922 4,810,644

3 国 庫 支 出 金 92,255 93,588

     歳       入       合       計 7,443,517 7,447,572
　　

　　歳   出 （単位：千円）

補正前の額

その他

4 衛 生 費 1,404,805 2,722

     歳       出       合       計 7,443,517 2,722

国県支出金 地方債

4,055

4,055

1,408,860

7,447,572

1,333

1,333

款

款 計

歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書

補正前の額 補正額

一般財源

補　正　額　の　財　源　内　訳

2,722

4,055

補正額 計 特　　　　定　　　　財　　　　源

1,333

-3-



２　歳　入

（款） 1 分担金及び負担金                         （項） 1 負担金 （単位：千円）

節

 1 市町村負担金 2,722 1 市町村負担金

2,722

（款） 3 国庫支出金                               （項） 1 国庫補助金

2 衛生費国庫補 1,333 1

助金

1,333

３　歳　出

（款） 4 衛生費                                   （項） 2 清掃費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

 3 ごみ処理施設 83,402 4,055 87,457 1,333  7 報 償 費 20 最終処分場測量・地質

建設費  8 旅 費 35 調査事業 4,055

12 委 託 料 4,000

1,243,906 4,055 1,247,961 1,333

4,786,281

4,810,644

4,783,559

4,807,922

2,722

計

目

計

0 1,333

92,255 93,588

節

計

目 計補正前の額 補　正　額
区　分 金　　額

説　　　　明

区　分 金　額

1,333 循環型社会形成推進交付金

一般財源

2,722

2,722

負担金

清掃費国

庫補助金
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（単位：千円）

期　間 金 額 期　間 国県支出金 その他

追加 － － 令和８年度 27,166 －
最終処分場測量・地
質調査事業
（測量業務委託料）

81,500 81,500 － 54,334

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額

又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書（補正第１回）

区分

前 年 度 末 ま で の
支 出 （ 見 込 ） 額

当 該 年 度 以 降 の
支 出 予 定 額

左 の 財 源 内 訳

事項 限 度 額 特 定 財 源
一般財源

金 額 地方債
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